
江東５区大規模水害避難等対応方針 要約 

１．想定する大規模水害 

長雨などによる荒川の洪水と東京地方への伊勢湾台風級（中心気圧 930hPa）
以上の台風の襲来による東京湾の高潮が同時期に発生することによって、荒

川の両岸を含む対象地域の広範囲に浸水被害が生じる事態を想定する。 

２．大規模水害による犠牲者ゼロに向けた広域避難の推進 

江東５区の全域が浸水する様な大規模水害に対して、発災前の安全な段階

で浸水区域内の全ての区民が広域避難することを理想とし、大規模水害によ

る犠牲者ゼロの達成に向けて、江東５区が連携して広域避難を基本とした避

難対応を推進する。 

３．広域避難に向けた江東５区共同による検討の実施 

大規模水害の発生３日前を目安※として、江東５区のいずれかの区長が必要

と判断した場合に、江東５区が共同で広域避難に向けた検討を実施する。 

※ 「関係機関の情報などから、概ね 72時間後に荒川が氾濫する恐れがある場合、または概
ね 72時間後に 930hPa程度の勢力を持つ台風の東京地方への直撃が予想される場合」を
原則とし、他の関連情報も踏まえて判断する。 

４．広域避難に対応した江東５区独自の避難情報の発表 

大規模水害の恐れがある場合は、共同検討における判断に基づいて、区民

に対して大規模水害の可能性を伝えるとともに、全ての人を対象に自主的な

広域避難の実施を呼び掛けることで、早い段階での区民の主体的な避難行動

を促す。 
また、さらなる広域避難の実効性を高めるために、大規模水害が発生する

概ね１日前において「広域避難勧告」を発表することを目指して、江東５区

が連携して広域避難に関する対応の具体化を図る。そのために必要な支援を

関係機関に対して求めていく。 
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５．垂直避難者の発生を踏まえた被害低減策の推進 

大規模水害に対して全ての区民が広域避難することが理想ではあるものの、

現段階においては様々な理由から垂直避難者の発生が不可避であることから、

それを最小限にとどめるよう努める。併せて平素より、浸水域での籠城避難

への対応のための自己備蓄と避難時の携帯の徹底や、自力による脱出のため

の準備（ボートの確保等）、避難所の拡充の継続、救出に向けた関係機関との

連携強化といった垂直避難者の被害の低減に向けた対策に取り組む。 
 

６．大規模水害対応の理解促進に向けた区民とのコミュニケーションの実施 

江東５区における大規模水害のリスクと早期段階における広域避難の重要

性に関し、広く地域住民の理解を得られるよう、一連のプロセス（①大規模

水害に関する問題の認識、②広域避難の必要性の理解、③広域避難の実現に

向けた課題の認識、④垂直避難を避けられない現実の認識、⑤垂直避難の困

難さの理解、⑥全てを踏まえた上での広域避難の重要性の再認識）に基づき、

課題や適切な対応の理解促進・普及啓発を実施する。 

７．広域避難の実効性の強化に向けた協議会の立ち上げ 

広域避難の促進に向けては、その判断や避難先の確保、避難行動支援など、

国や都等の関係機関との連携によって初めて対応が可能となる課題が数多く

存在する。そこで今後、「江東５区広域避難推進協議会」を立ち上げ、広域避

難の具体化に向けた検討を加速する。 
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注意報・警報の種類及び発表基準 
令和５年６月８日現在 

発表官署   気象庁 

江戸川区 

府県予報区 東京都 

一次細分区域 東京地方 

市町村等をまとめた地域 23 区東部 

警 報 

大雨 
（浸水害） 表面雨量指数基準 32 

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 － 

洪水 

流域雨量指数基準 
中川流域＝41.4 

旧江戸川流域＝18.5 

複合基準※ － 

指定河川洪水予報

による基準 

中川［吉川］ 江戸川［野田］ 

荒川［岩淵水門(上)］ 

暴風 平均風速 
陸上 25ｍ/s 

海上 25ｍ/s 

暴風雪 平均風速 
陸上 25ｍ/s 雪を伴う 

海上 25ｍ/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 10cm 

波浪 有義波高 3.0ｍ 

高潮 潮位 3.1ｍ 

注意報 

大雨 
表面雨量指数基準 17 

土壌雨量指数基準 134 

洪水 

流域雨量指数基準 
中川流域＝33.1 

旧江戸川流域＝14.8 

複合基準※ 

荒川流域＝（14，67.2） 

中川流域＝（8，33.1） 

旧江戸川流域＝（8，14.8） 

江戸川流域＝（13，14.5） 

指定河川洪水予報

による基準 

江戸川［野田］ 

荒川［岩淵水門(上)］ 

強風 平均風速 
陸上 13ｍ/s 

海上 13ｍ/s 

風雪 平均風速 
陸上 13ｍ/s 雪を伴う 

海上 13ｍ/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ５cm 

波浪 有義波高 1.5ｍ 

高潮 潮位 2.0ｍ 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪・なだれ  

濃霧 視程 
陸上 100ｍ 

海上 500ｍ 

乾燥 最小湿度 25％で実効湿度 50％ 

低温 

夏期(平均気温)：平年より５℃以上低い日が３日続いた後、

さらに２日以上続くとき 

冬期(最低気温)： -７℃以下、多摩西部は-９℃以下 

霜 晩霜期 最低気温２℃以下 

着氷・着雪 大雪警報の条件下で気温が-２℃～２℃の時 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 100 ㎜ 

※（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 
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津波警報・注意報の分類 

１．津波警報・注意報分類表 

 予想される

津波の高さ 

気象庁が 

発表する値 

巨大地震の際

の当初表現 
想定される被害 

大津波警報 

10ｍ～ 10ｍ超 

巨 大 
木造家屋が全壊・流出し、人は津

波による流れに巻き込まれる。 
５ｍ～10ｍ 10ｍ 

３ｍ～５ｍ ５ｍ 

津波警報 １ｍ～３ｍ ３ｍ 高 い 

標高の低いところでは津波が襲

い、浸水被害が発生する。人は津

波による流れに巻き込まれる。 

津波注意報 20cm～１ｍ １ｍ  

海の中では人は速い流れに巻き

込まれる。養殖いかだが流出し小

型船舶が転覆する。 

 
２．津波予報区 

津波予報中枢 担当津波予報区 
津 波 
予報区 

伝  達  中  枢 

気象庁本庁 

千葉県（野島岬

南端以東の太平

洋沿岸を除く）、

東京都（小笠原

村を除く）、神奈

川県、静岡県 

東京

湾内

湾 

ＮＴＴ 
東京情報

案内セン

ター 

日本放送

協会本部 
関東管区

警察局 
警視庁 

第三管区

海上保安

本部 

東日本旅

客鉄道株

式会社 
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〈大津波警報・津波警報・津波注意報等 伝達系統図〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防無線 

気 

象 

庁 

本 

庁 

日本放送協会 

民間放送各社 

第三管区海上保安本部 

警視庁 
関東管区警察局 

東京都 

総 務 省 
消 防 庁 

住 
 
 
 
 
 

民 
 
 
 
 
 

等 

（緊急警報信号・ラジオ・テレビ）注２ 

（緊急警報信号・ラジオ・テレビ）注２ 

警備救難部運用司令センター 

NTT 東日本及び NTT 西日本（警報のみ） 

漁船 

船舶等 電話局 

警察無線 
警察署（指定） 交番・駐在所 

広報車等 

注１ 

地域防災行政無線 

広報車・サイレン 

各事務所 
江戸川区 

中央区  品川区 港 区  

大田区 台東区  荒川区 

墨田区  足立区 江東区 

建設局第一・第二･第五・第六の各建設事務所 
及び江東治水事務所 

港湾局東京港建設事務所 
高潮対策センター 

（沿岸区） 

（出先機関） 

東京消防庁 
一斉通報 消防方面本部 

消防署（分署・出張所） 

消防団 

広報車等 

凡 例 
 
無 線 

有 線 

その他 

東
京
都
防
災
行
政
無
線 

海上保安部署 

(注)1 気象庁本庁から、「NTT東日本及びNTT西日本」への伝達は、警報が発表されたとき及びそれが解除されたとき

に限られる。 

2 緊急警報信号は、津波警報発表時のみ発信する。 

3 二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第8 条第1 項の規定に基づく法定伝達先 

4 矢印付きの経路は、特別警報が発表された際に、通知もしくは周知の措置が義務付けられている伝達経路 
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区内の地下空間施設一覧表 

 

№ 施設名称 住  所 電話番号 FAX 番号 管理者名 

１ 小岩事務所 東小岩 6-9-14 3657-1101 3657-1436 生活振興部 

２ 総合文化センター 中央 4-14-1 3652-1111 3655-9935 
ｻﾝﾄﾘｰﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨ 

ｻｰﾋﾞｽ 

３ タワーホール船堀 船堀 4-1-1 5676-2211 5676-2501 ｱﾀｰﾌﾞﾙ松屋 

４ 小岩アーバンプラザ 北小岩 1-17-1 5694-8151 5694-8155 生活振興部 

５ 東部フレンドホール 瑞江 2-5-7 5666-1221 5666-1224 〃 

６ 中央図書館 中央 3-1-3 3656-6211 3656-6335 文化共育部 

７ 新川地下駐車場 船堀 6-11 5662-1930 3652-9858 土 木 部 

８ 小岩駅南口タクシープール 南小岩 7-23 5662-1945 〃 〃 

９ 平井駅北口駐輪場 平井 5-18-8 先 5662-1997 3651-3381 〃 

10 西葛西駅北口駐輪場 西葛西 6-1 先 〃 〃 〃 

11 西葛西駅南口駐輪場 西葛西 6-15-1 先 〃 〃 〃 

12 瑞江駅南口駐輪場 瑞江 2-2-1 先 〃 〃 〃 

13 一之江駅西口駐輪場 一之江 7-36 先 〃 〃 〃 

14 葛西駅東口駐輪場 東葛西 6-3-20 先 〃 〃 〃 

15 葛西駅西口駐輪場 中葛西 5-43-15 先 〃 〃 〃 

16 篠崎駅西口駐輪場 篠崎町 7-20-19 〃 〃 〃 

17 都営新宿線篠崎駅 篠崎町 7-27-1 047-324-5000 047-325-2630 
馬喰駅務管区 
本八幡駅務区 

18 都営新宿線瑞江駅 瑞江 2-2-1 〃 〃 〃 

19 都営新宿線一之江駅 一之江 8-14-1 〃 〃 〃 

20 シャポー小岩 南小岩 7-24-15 3673-8761 3673-5506 
㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ 

東日本都市開発 

21 ラパーク瑞江 瑞江 2-1-2 5219-0558 5219-2225 ㈱ザイマックスアルファ 

※一覧表の施設は水防法第 15条の地下街等に該当する 

 
 

【江戸川区で定める地下街等の範囲（水防法第 15条 1項 4 号イ）は、次のとおりとする】 
 

１．消防法で定める防火対象物で、別表で掲げる施設が地下にあるもの。 

  ・消防法（昭和 23年法律第 186 号）第 8条第 1 項参照 

  ・別表で掲げる施設：消防法施行令（昭和 36 年政令第 37 号）別表第 1（一）項から（四）

項まで、（五）項イ、（六）項、（九）項イ又は（十三）項イに掲げる防火対象物の用途に供

されているものを準用。ただし、関係者のみが利用するものは除く。 

２．地階駅 

３．その他、区長が必要と認めるもの 
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